
45

 
 

 

第1節 現状 
 

本市では､市内主要河川や周辺海域において、水質汚濁状況を把握するため水質調査を 

実施するとともに、地下水の監視も行っている。 

 
1 水質測定計画に基づく水質調査 

市内を流れる神崎川、武庫川、庄下川、蓬川及び尼崎港周辺海域について､河川11 

 地点、海域3地点（運河域1地点を含む。）で定期的に水質調査を実施している。 

（表－65～69、図－18、19、20） 

水系別の地理的条件及び水質調査結果は、次のとおりである。 

(1) 神崎川水系 

神崎川水系は、淀川の一津屋樋門で分岐し、猪名川、藻川と合流して尼崎、大阪の 

市境を流れ大阪湾に注ぐ一級河川である。 

平成22年度の測定結果をみると、生活環境項目のうち河川の有機汚濁の代表的指標

とされる生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）は、前年度から僅かに改善された。13年度

から環境基準について見直しがなされた。環境基準はすべての地点で適合している。 

また、平成13年度以降の経年変化をみると、ほぼ横ばいである。 

健康項目は、すべての地点で環境基準に適合している。 

(2) 武庫川水系 

武庫川水系は、丹波丘陵に源を発し、三田盆地、神戸北部、西宮北部、宝塚、伊丹 

西部から尼崎、西宮の市境を流れ、大阪湾に注ぐ二級河川である。 

平成22年度の測定結果をみると、ＢＯＤは前年度からやや改善され、すべての地点

で環境基準に適合している。 

また、平成13年度以降の経年変化をみると、ほぼ横ばいである。 

健康項目は、すべての地点で環境基準に適合している。 

 (3) 庄下川水系 

庄下川水系は、伊丹市域を流れる伊丹川、昆陽川、富松川等が合流し、本市中央部 

を流れて大阪湾に注ぐ一級河川である。 

平成22年度の測定結果をみると、庄下川本流・支流のＢＯＤは、前年度からやや改

善され、すべての地点で環境基準に適合している。 

経年変化をみると、本流・支流ともに平成13年度からほぼ横ばいで推移している。 

健康項目は、本流・支流ともすべての地点で環境基準に適合している。 

(4) 蓬川水系 

蓬川水系は、武庫川の六樋取水口を源に、本市西部を貫流して尼崎港に注ぐ二級河 

川である。 

平成22年度の測定結果をみると、ＢＯＤは前年度から僅かに改善された。すべての

地点で尼崎市の環境をまもる条例（尼崎市条例第51号｡以下「環境をまもる条例」とい
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う。）に定められている環境上の基準に適合している。また、経年変化をみると､平成

13年度からほぼ横ばいで推移している。 

健康項目は、すべての地点で環境基準に適合している。 

(5) 海域 

尼崎港周辺海域は、大阪湾の最奥部に位置し、神崎川、武庫川、庄下川及び蓬川か 

ら河川水が流入している。 

平成22年度の測定結果をみると、海域における汚濁の代表的指標である化学的酸素

要求量（ＣＯＤ）は、1地点で不適合であった。 

経年変化をみると、多少の変動はあるが近年はほぼ横ばいで推移している。 

健康項目は、すべての地点で環境基準に適合している。 

(6) 運河 

環境をまもる条例で運河域の測定基準点として定めた閘門は環境上の基準(COD 8  

mg/ 以下)に不適合であった。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－18 河川・海域における水質調査地点 
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表-65 水質汚濁状況（平成22年度） 

備考1 ＢＯＤの測定結果のうち大阪湾及び運河にあっては、ＣＯＤの測定値を示す。 
    2 平均値は、日間平均値の年間平均値を示し、最大及び最小は、ＢＯＤにあっては日間平均値の 
       最大及び最小を示し、その他の項目にあたっては全測定値の最大及び最小を示す。 

 

 

表-66 環境基準適合状況（平成22年度） 

（１）健康項目（全公共用水域） 

環境基準を
超える 

環境基準
を超える 

調査
地点
数 

調査
検体
数 検体数 地点数 

※ 
適合
状況 

調査 
地点 
数 

調査 
検体 
数 検体数 地点数 

※ 
適合 
状況 

項   目 

(a) (n) (m) (b) (%) 

項   目 

(a) (n) (m) (b) (%) 

カドミウム 14 70 0 0 100 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 14 28 0 0 100 
全シアン 14 34 0 0 100 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 14 28 0 0 100 
鉛 14 70 0 0 100 トリクロロエチレン 14 28 0 0 100 

六価クロム 14 70 0 0 100 テトラクロロエチレン 14 28 0 0 100 
砒素 14 34 0 0 100 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 14 28 0 0 100 
総水銀 14 70 0 0 100 チウラム 9 18 0 0 100 

アルキル水銀 14 34 0 0 100 シマジン 9 18 0 0 100 
ＰＣＢ 14 20 0 0 100 チオベンカルブ 9 18 0 0 100 

ジクロロメタン 14 28 0 0 100 ベンゼン 14 28 0 0 100 
四塩化炭素 14 28 0 0 100 セレン 9 18 0 0 100 
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 14 28 0 0 100 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 14 70 0 0 100 
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 14 28 0 0 100 ふっ素 14 25 0 0 100 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 14 28 0 0 100 ほう素 12 21 0 0 100 

備考  1 ※適合状況は、適合地点（ａ－ｂ）／全地点（ａ）×100 （全シアンは、（ｎ－ｍ）／ｎ×100）  
2 「水質汚濁に係る環境基準について」の一部改正（平成5年3月8日環境庁告示第16号）により新たに15項
目追加され、また、有機リンは、健康項目から削除された。  
3 「水質汚濁に係る環境基準についての一部改正する件」（平成11年2月22日環境庁告示第14号）により硝酸
性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素およびほう素の３項目が要監視項目から健康項目へ移行した。  
4 海域においては、ふっ素及びほう素の環境基準は適用されない。    
        

 

 

 

水素イオン濃度 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 溶存酸素量 
（ｐＨ）   （ＢＯＤ）    ㎎/   （ＳＳ） ㎎/   （ＤＯ） ㎎/  

 
水
系 

      
項目 

 
調査地点 

平均 最大 最小 平均 最大 最小 
75％
値 平均 最大 最小 平均 最大 最小 

左 門 橋  7.1 7.6 6.9 2.1 3.9 1.2 2.0 5 9 2 6.7 9.5 5.0

戸の 内 橋  7.1 7.2 6.9 3.8 11 1.7 4.2 4 8 <1 6.9 10 4.1

神 
崎
川 藻 川 橋  7.2 7.4 6.8 1.7 3.9 0.5 1.8 3 7 1 7.6 11 4.3

南武 橋  7.9 8.3 7.6 1.5 2.1 0.8 1.6 4 8 2 9.0 11 6.0武 
庫
川 武 庫 大 橋  7.9 8.5 7.5 1.2 1.7 0.5 1.3 3 9 <1 9.5 12 7.0

庄下 川 橋  7.7 9.0 7.4 2.1 3.0 1.2 2.5 7 11 2 9.1 12 6.4

波洲 橋  7.9 8.9 7.5 2.1 2.8 1.4 2.6 6 11 2 9.9 15 6.5

尾浜 大 橋  7.5 7.8 7.4 1.8 5.4 0.7 2.3 4 10 1 8.0 11 4.9

 
 

庄 
下
川 

尾 浜 橋  7.8 8.3 7.5 2.2 4.4 1.4 2.2 7 13 2 9.5 13 5.2

琴浦 橋  7.6 8.2 7.3 1.9 2.6 1.3 2.2 2 4 1 7.7 13 3.8蓬 
川 南 豊 池 橋  7.5 8.2 7.3 1.0 1.8 0.6 1.1 3 6 1 7.9 10 2.9

尼崎 港 沖  8.2 8.8 7.9 4.4 7.4 3.0 4.9 - - - 9.0 12 5.2

尼崎 港 中央  8.3 9.0 8.0 5.0 7.8 2.7 5.3 - - - 9.6 15 5.7

大 
阪
湾 閘 門 （ 運河 ）  7.9 9.1 7.4 8.1 20 3.4 8.6 - - - 9.8 19 <0.5
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（２）生活環境項目（神崎川・武庫川・庄下川・大阪湾） 

環境基準を超える ※１適合状況（％） 調査   
地点数 

調査   
検体数 検体数 地点数 18 19 20 21 22 項  目 水  系 

(a) (n) (m) (b) 年度 年度 年度 年度 年度 

神 崎 川  3 43 0 －  100 98 100 100 100 
武 庫 川  2 18 0 －  83 83 89 100 100 
庄 下 川  4 55 15 －  84 84 93 96 73 

水素イオン濃度 
(ｐＨ) 

大 阪 湾  3 60 27 －  82 73 83 65 55 
神 崎 川  3 43 4 0 100 100 67 100 100 
武 庫 川  2 18 0 0 100 100 100 100 100 
庄 下 川  4 55 1 0 100 100 100 100 100 

生物化学的 
酸素要求量 
(ＢＯＤ) 

大 阪 湾  3 60 4 1 100 100 100 100 67 
神 崎 川  3 43 0 －  100 98 100 100 100 
武 庫 川  2 18 0 －  100 100 100 100 100 浮遊物質量 

(ＳＳ) 
庄 下 川  4 55 0 －  100 96 96 100 100 
神 崎 川  3 43 1 －  88 91 86 100 98 
武 庫 川  2 18 0 －  94 100 100 94 94 
庄 下 川  4 55 1 －  98 98 100 100 98 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 

大 阪 湾  3 60 1 －  100 100 100 100 98 

備考 ※１（ｎ－ｍ）／ｎ×100ただし、ＢＯＤ、ＣＯＤについては調査地点で、年間を通じた日間平均値の全測 
定値のうち基準を満たしている測定値の占める割合が、75％以上ある地点は適合であり、適合状況
は、適合地点（ａ－ｂ）/全地点（ａ）×100 

※２ 大阪湾はＣＯＤについて評価している。 
 

備考 ※１ 適合状況は（ｎ－ｍ）／n×100 
※２ クロルニトロフェン、ニッケルは指針値なし 

 
表－67 環境上の基準(環境をまもる条例)適合状況(平成22年度) 

環境上の基準
を超える 

※ 適合状況（％） 調査  
地点数 

 調査 
検体数 

検体数 地点数 18 19 20 21 22 
項  目 

水域 
区分 

(a) (n) (m) (b) 年度 年度 年度 年度 年度 

水素イオン濃度(ｐＨ) ２級 2 31 0 － 81 94 100 100 100

生物化学的酸素要求量 
(ＢＯＤ) 

２級 2 31 0 0 100 100 100 100 100

浮遊物質量(ＳＳ) ２級 2 31 0 － 100 94 97 100 100

溶存酸素量(ＤＯ) ２級 2 31 3 － 100 100 100 97 90

備考 ※（ｎ－ｍ）／ｎ×100ただし、ＢＯＤ、ＣＯＤについては調査地点で、年間を通じた日間平均値の全測 
定のうち基準値を満たしている測定値の占める割合が、75％以上ある地点は適合である。 

       適合状況は（ａ－ｂ）／全地点（ａ）×100 

 (３) 要監視項目(全公共用水域) 
指針値を超える 指針値を超える 

調
査
地
点
数 

調
査
検
体
数 

検体数 地点数 

※1
適
合
状
況 

調
査
地
点
数 

調
査
検
体
数 

検体数 地点数 

※1 
適
合
状
況 

項  目 

(a) (n) (m) (b) (%) 

項  目 

(a) (n) (m) (b) (%) 

クロロホルム 9 12 0 0 100 ＥＰＮ 9 9 0 0 100

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 2 2 0 0 100 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 2 2 0 0 100

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 2 2 0 0 100 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 2 2 0 0 100

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 2 2 0 0 100 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 2 2 0 0 100

イソキサチオン 2 2 0 0 100 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ *2 2 2 - - -

ダイアジノン 2 2 0 0 100 トルエン 2 2 0 0 100

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 2 2 0 0 100 キシレン 2 2 0 0 100

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 2 2 0 0 100 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 2 2 0 0 100

オキシン銅 2 2 0 0 100 ニッケル*2 9 9 - - -

クロロタロニル 2 2 0 0 100 モリブデン 9 9 0 0 100

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 2 2 0 0 100 アンチモン 9 9 0 0 100
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表－68 主要河川におけるＤＯ及びＢＯＤの経年変化(年平均値)     （単位：mg/l） 
 項目 溶存酸素量（ＤＯ） 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）  

水
系 

年度 
調査地点 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

左門橋 5.9 6.6 6.6 7.4 7.1 6.9 7.4 7.6 7.1 6.7 3.2 3.6 2.5 2.3 2.6 2.2 1.8 2.2 2.4 2.1 

戸の内橋 6.6 6.8 7.3 7.1 6.4 6.1 7.2 7.2 6.3 6.9 6.2 6.6 4.2 4.3 6.3 5.1 3.3 3.1 3.8 3.8 
神
崎
川 藻川橋 6.6 7.9 7.2 7.6 7.1 6.6 8.0 8.0 6.9 7.6 2.7 3.6 3.0 3.5 3.3 2.4 1.9 1.8 2.1 1.7 

南武橋 8.8 8.3 8.7 9.3 7.0 7.6 8.7 8.5 7.5 9.0 2.5 2.7 2.3 2.2 2.2 1.8 1.6 2.3 2.2 1.5 武
庫
川 武庫大橋 10 11 10 10 10 11 12 10 9.8 9.5 1.5 1.6 1.6 2.1 2.5 1.6 1.3 1.3 1.4 1.2 

庄下川橋 8.7 9.2 10 9.9 10 8.4 9.9 9.3 9.1 9.1 3.1 3.0 4.5 3.1 3.6 2.3 2.6 2.4 2.7 2.1 

波洲橋 9.1 9.0 9.7 10 10 10 9.2 11 9.5 9.9 2.5 3.0 2.8 2.7 2.5 2.1 2.0 2.2 2.6 2.1 

尾浜大橋 7.8 8.8 8.5 9.4 8.3 8.8 9.4 8.5 8.4 8.0 1.9 2.3 2.5 2.4 2.2 2.1 1.8 1.5 1.8 1.8 

庄
下
川 

尾浜橋 8.5 9.7 10 11 9.3 10 11 10 9.7 9.5 3.8 3.9 3.3 2.8 3.4 2.5 2.1 2.1 2.5 2.2 

琴浦橋 6.7 7.2 7.7 7.9 6.3 7.5 8.3 7.7 8.0 7.7 2.1 1.6 2.0 1.7 1.1 1.5 2.2 2.0 2.1 1.9 蓬
川 南豊池橋 8.7 7.9 8.0 8.3 9.6 9.4 8.8 8.9 7.4 7.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 1.3 1.0 1.0 1.2 1.0 

 

表－69 大阪湾におけるＤＯ及びＣＯＤの経年変化(年平均値)       （単位：mg/l） 
項目 溶存酸素量（ＤＯ） 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

年 度
調査地点 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

尼崎港沖 9.1 9.0 8.6 7.6 8.4 7.8 9.3 8.1 8.7 9.0 4.5 5.1 4.9 4.6 4.7 3.6 5.4 3.5 5.0 4.4 

尼崎港中央 9.1 8.8 8.7 7.9 8.7 7.7 9.5 8.1 8.9 9.6 4.5 4.8 4.8 4.9 4.6 3.5 5.5 3.8 4.9 5.0 

閘門(運河域) 11 12 11 10 11 11 11 11 11 9.8 5.2 6.8 5.8 8.0 7.4 6.2 6.7 5.8 5.8 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－19 ＢＯＤ(河川)の経年変化 
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(2)武庫川

0.0
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(3) 庄下川
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(4)　蓬川
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     図 -20　ＣＯＤ（大阪湾）の経 年変化
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2 地下水質 
地下水質の概況調査を市内4地点で実施し、環境基準を超える地点はなかった｡ 

また、平成元年度調査と平成6年度調査で評価基準（※）を超えた2地点を含む4地点

で継続監視調査を実施し、1地点で1項目が環境基準に適合しなかった。（表－70） 

（※地下水質の評価は、平成9年3月13日に地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定

される以前は、平成元年度から平成8年度まで地下水質に係る評価基準が設定され、こ

れに基づき評価していた。） 

 

表－70 地下水質調査結果(平成22年度) 

(1)-1 概況調査結果(環境基準項目)             (1)-2 概況調査結果(要監視項目) 
 
 項    目 調査検体数 

環境基準を
超える検体

数  
項    目 調査検体数 

指針値を超
える 
検体数 

カドミウム 4 0  クロロホルム 4 0 
全シアン 4 0  1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 4 0 
鉛 4 0  p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 4 0 

六価クロム 4 0  ｲｿｷｻﾁｵﾝ 4 0 
砒素 4 0  ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 4 0 
総水銀 4 0  ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 4 0 

アルキル水銀 4 0  ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 4 0 
ＰＣＢ 4 0  ｵｷｼﾝ銅 4 0 

ジクロロメタン 4 0  ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 4 0 
四塩化炭素 4 0  ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 4 0 

1,2-ジクロロエタン 4 0  EPN 4 0 
1,1-ジクロロエチレン 4 0  ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 4 0 
1,2- ジクロロエチレン 4 0  フェノブカルブ 4 0 
1,1,1-トリクロロエタン 4 0  イプロベンホス 4 0 
1,1,2-トリクロロエタン 4 0  クロルニトロフェン 4 0 
トリクロロエチレン 4 0  トルエン 4 － 
テトラクロロエチレン 4 0  キシレン 4 0 
1,3-ジクロロプロペン 4 0  フタル酸ジエチルヘキシル 4 0 

チウラム 4 0  ニッケル 4 0 
シマジン 4 0  モリブデン 4 － 

チオベンカルブ 4 0  アンチモン 4 0 
ベンゼン 4 0     
セレン 4 0  

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 4 0  

ふっ素 4 0  

ほう素 4 0  

備考 概況調査とは、同一場所で毎年実施している調査とする

 

(2) 継続監視調査結果 

項    目 
調査 
検体数 

環境基準を超
える検体数 

砒素 1 0

四塩化炭素 3 0

1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3 0

１，２-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3 0

1,1,1-トリクロロエタン 3 0

トリクロロエチレン 3 0

テトラクロロエチレン 3 1

 備考 継続監視調査とは、過去環境基準を超えている  
場所及びその周辺についての調査とする。 



52

第2節 対策  
 

1 工場・事業場の規制 

(1) 法律に基づく規制 

工場及び事業場(以下この節において「工場等」という。）から公共用水域に排出さ

れる水の排出を規制することなどによって水質汚濁の防止を図り､もって国民の健康

を保護するとともに生活環境を保全することを目的として水質汚濁防止法（昭和45年

法律第138号）が制定された。また、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）が制定された。 

ア 届出・許可申請 

水質汚濁防止法施行令第1条で定める施設（以下「特定施設」という。）を設置し

ようとする工場等（以下「特定事業場」という。）から公共用水域に水を排出する

者は、事前に届出又は許可申請が必要であり、届出又は許可申請事項を変更しよう

とするときも同様である。（図－21） 

 図－21 法律に基づく手続き区分 

 
なお、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可申請に当たっては、環境に及ぼす影響

についての事前評価が必要である。 
イ 排水基準 

水質汚濁防止法では、特定事業場の排出水に対して排水基準（濃度規制基準）が

定められている。 

さらに、瀬戸内海のようにその後背地に大きな汚染源をもつ閉鎖性水域では､濃

度規制だけでは環境基準を達成することが困難なため、指定項目（ＣＯＤ、窒素含

有量、りん含有量）について、総量規制基準が適用されている。（図－22） 

特定事業場 

日最大排水量50 未満

日最大排水量50 以上

水質汚濁防止法

瀬 戸 内 海 環 境 
保 全 特別措置法

市 長 へ の 届 出

市長への許可申請

図－22　水質汚濁防止法に基く排水規制適用区分

総量規制
COD

窒素含有量
りん含有量

総量規制基準 ・汚濁負荷量測定手法の届出
・汚濁負荷量の測定記録

濃度規制 有害物質
その他の項目

一律排水基準
上乗せ排水基準

排水の汚染状態の測定結果記
録

日平均排水量
30m3以上
50m3未満

濃度規制 有害物質
その他の項目

一律排水基準
上乗せ排水基準

排水の汚染状態の測定結果記
録

日平均排水量
30m3未満

濃度規制 有害物質
一律排水基準
上乗せ排水基準

排水の汚染状態の測定結果記
録

特
定
事
業
場

日平均排水量
50m3以上
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(ｱ) 濃度規制 

カドミウム、シアン化合物等人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質 

(以下この節において「有害物質」という。）や水素イオン濃度(ｐＨ)、ＢＯ

Ｄ等生活環境に係る被害を生じるおそれのある項目（以下この節において「

その他の項目」という。）について排水基準が定められている。 

本市域では、水質汚濁防止法第3条第3項の排水基準に関する条例（昭和49年

兵庫県条例第18号）により、有害物質、その他の項目とも排水基準に関し、国

が定めたいわゆる一律基準より厳しい上乗せ基準が定められている。 

 (ｲ) 総量規制 

総量規制基準は、県知事が定める業種区分毎の特定排出水（間接冷却水、

雨水等を除く。）の指定項目濃度と特定排出水の量により求められる1日当た

の汚濁負荷量の許容限度で､日平均排水量50ｍ3以上の特定事業場に適用される。 

平成21年度を目標とした第6次総量規制では、瀬戸内海を大阪湾と大阪湾以

外の瀬戸内海に区分し、大阪湾については一部の業種等について総量規制基

準を強化している。 

ウ 地下浸透の禁止・浄化措置命令等 

有害物質を含む汚水等を地下に浸透させることを禁止している。意図的な地下へ

の浸透行為によるもののほか、排水管の破損等による汚水の地下浸透も含まれる。

また、市長は地下水汚染の原因者に対して、地下水浄化の措置を命令することがで

きることとなっている。 

エ 事故時の措置 

特定事業場は、事故により有害物質又は油を含む水が公共用水域に流出し、また

は地下に浸透した際には、措置を講じるとともに、事故の状況等を市長に報告しな

ければならない。また、市長は事故の拡大の防止のため必要な措置を命ずることが

できることとなっている。 

 

(2) 条例に基づく規制 

兵庫県条例では、水質汚濁防止法の特定施設のほかに、独自に廃ガス洗浄施設等6

施設を定めており、設置又は変更に際しては、事前に届出が必要である。 

この条例では、法の排水基準に相当する排出基準のほか、汚水の地下浸透の禁止な

ど、特定施設の構造並びに使用及び管理に関する基準として設備基準が定められてい

る。 

 

(3) 法令に基づく届出等の状況 

平成22年度末現在、水質汚濁防止法に基づく届出又は瀬戸内海環境保全特別措置法

に基づく許可申請のあった工場等の数は90であり､兵庫県条例に基づく届出のあった

工場等の数は22(うち法と重複19)である（表－71）。このうち、排水の規制を受ける

工場等の数は93で､これを水系別、業種別にまとめると次のとおりである｡(表－72) 
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表－71 法、条例に基く特定施設設置に関する規制（平成22年度） 

表－72 水系別・業種別規制対象 (平成22年度末現在)         (排水量 単位 m3 ／日) 

備考  排水量は、1日当たりの平均的な排水の量である。 

 

2 立入指導等の状況 
(1) 工場等の排水検査 

工場等の排水の汚染状況を監視するため、通常時間帯における工場等への一般パト

ロールをはじめ、臨海部の工場への海上パトロールを行っている。 

平成22年度において立入検査を実施した工場等の数は延べ246で、うち法、条例対

象工場等の数は延べ203であり、このうち延べ58の工場等の排水を検査した。その結

果､排水基準に違反した工場等はなかった。 

総量規制基準については、15工場等の排水を検査した。その結果、総量規制基準に

工場等1社が違反した。瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく栄養塩類削減指導とし

て、15工場を対象に、りん、窒素の総量調査を実施した。それらをもとに窒素、りん

の削減指導に活用している。(表－73)  

 法律・条令 対象 設置に関する規制 対象施設数 

（１） 
瀬戸内海環境保
全特別措置法 

特定事業場からの日
最大排水量が50m3以上 

・知事への許可申請 
・環境に及ぼす影響の事前評価が必要 27 

（２） 水質汚濁防止法 
特定事業場からの日
最大排水量が50m3未満 63 

（３） 
環境の保全と創
造に関する条例 

法で定める特定施設
以外の6施設を対象 
通常排水量日50m3以上の
工場又は有害物質を使
用又は排出する工場 

・市長への事前届出 

22 

       水系 
業種 

神崎川 庄下川 蓬川 
庄下川 
蓬川 

武庫川 大阪湾 合計 

工場等の数 7 7 2    16 
化学工業 

排水量 91 13,866 10,758    24,715 
工場等の数 1 3 2   1 7 窯業・土石 

製品製造業 排水量 10 608 1   0 619 
工場等の数 1 4 7   1 13 

鉄鋼業 
排水量 90 32,019 15,107   0 47,216 

工場等の数 1 2 1 1   5 非鉄金属 
製造業 排水量 1 43 0 8,745   8,789 

工場等の数 5 3 2  1  11 金属製品 
製造業 排水量 36 2 53  0  91 

工場等の数 4 1    1 6 
水道業 

排水量 174,955 0    347,400 522,355 
工場等の数  2 2 1 1  5 

食品製造業 
排水量  2 45 0 0  47 

工場等の数  2    2 4 廃棄物処理
業 排水量  404    488 892 

工場等の数   1   1 2 道路貨物運
送業 排水量   47   15 62 

工場等の数 2 11 3   8 24 
その他 

排水量 32 135 0   19,854 20,021 
工場等の数 21 35 20 1 2 14 93 

合計 
排水量 175,214 47,079 26,011 8,745 0 367,757 624,806 
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表－73 工場等排水検査結果（平成22年度） 

項目 

総 
検 
体 
数 

基
準
適
用 
検
体
数 

違
反 
検
体
数 

違 
反 
率 
％ 

 項目 

総 
検 
体  
数 

基 
準 
適 
用 
検 
体 
数 

違
反 
検
体
数 

違 
反 
率 
％ 

カドミウム 69 67 0 0.0  ｐＨ 70 62 0 0.0 
シアン 0 0 0 0.0  ＢＯＤ 70 62 0 0.0 
鉛 69 67 0 0.0  ＣＯＤ 70 62 0 0.0 

六価クロム 69 67 0 0.0  ＳＳ 70 62 0 0.0 
総水銀 69 67 0 0.0  ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 52 52 0 0.0 

アルキル水銀 0 0 0 0.0  銅 60 60 0 0.0 
砒素 0 0 0 0.0  全クロム 60 60 0 0.0 
ＰＣＢ 0 0 0 0.0  亜鉛 60 60 0 0.0 
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4 4 0 0.0  フェノール 0 0 0 0.0 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4 4 0 0.0  鉄 60 60 0 0.0 
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 4 4 0 0.0  マンガン 60 60 0 0.0 
四塩化炭素 4 4 0 0.0  総窒素 0 0 0 0.0 
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 4 4 0 0.0  

そ
の
他
の
物
質 

総燐 0 0 0 0.0 
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4 4 0 0.0  小計 632 600 0 0.0 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4 4 0 0.0  合計 988 948 0 0.0 
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 4 4 0 0.0        
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 4 4 0 0.0        
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 4 4 0 0.0        
ベンゼン 4 4 0 0.0  工場等の数 58 
セレン 0 0 0 0.0  排水口数 70 
ふっ素 26 26 0 0.0        
ほう素 1 1 0 0.0        
シマジン 0 0 0 0.0        
チウラム 0 0 0 0.0        

チオベンカルブ 0 0 0 0.0        

有
害
物
質 

アンモニア､アンモ
ニウム化合物､亜硝
酸化合物及び硝酸化

合物 

9 9 0 0.0        

小計 356 348 0 0.0        
備考 違反率(％)＝違反検体数÷基準適用検体数×100 

 

3 下水道の整備 

下水道は、都市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与するのみでなく、河川、海域

等の公共用水域の水質保全に欠かすことのできない施設である。 

そこで、本市は南部工業地帯の一部を除く4,055haの公共下水道計画を策定し、事業

を推進中である。公共下水道計画では、計画処理区域を東部、北部、武庫川、原田、

庄内の5処理区に分割し、それぞれの処理区に浄化センターを設けて下水を処理するこ

とになっている。 

東部処理区では､東部第2浄化センターで昭和42年10月から処理能力82,400ｍ3／日の

高級処理を行ってきた。 

その後､処理区域の拡大と流入下水量の増加に対処するため､昭和44年度から東部第1

浄化センターの建設に着手し､昭和57年10月に供用開始(処理能力79,000ｍ3／日)した。 

しかし、東部処理区に2箇所の処理場がある配置になっており、維持管理の効率化を

図るため、老朽化した東部第2浄化センターの水処理施設を東部第1浄化センターに統
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廃合し、平成9年度から東部第1浄化センターの水処理施設増設工事を開始し、平成13

年2月に全体で133,900ｍ3／日の高級処理能力を持つ施設が完成した。平成18年4月に、

東部第1浄化センターを東部浄化センターに、東部第2浄化センターを東部雨水ポンプ

場に名称を変更した。 

北部処理区においても、北部浄化センターで昭和57年9月に33,800ｍ3／日の高級処理

を開始し、高田中継ポンプ場等の稼動による水量の増加に対する施設増設を経て、

現 在 は101,800ｍ3／日の高級処理能力を有する施設となった。 

武庫川処理区では、昭和51年10月に県施工である武庫川下流浄化センター（現在処

理能力357,000ｍ3／日）が供用開始し、昭和60年4月に大庄中継ポンプ場の増設、県施

工である南武中継ポンプ場が昭和59年4月に、常松中継ポンプ場が昭和62年4月に一部

稼働し、さらに平成元年4月に尾浜中継ポンプ場、富松中継ポンプ場が稼働したことに

より武庫川処理区全域をカバーするようになった。 

平成22年度末現在、下水道整備面積率は、99.9％である。（表-74、75、図-23～25） 

本市は、水洗化の普及促進による公衆衛生の向上と低地区の浸水防除を同時にかつ早

期に実現するため、合流式下水道により市域の大部分の整備を進めてきた。 

合流式とは、汚水と雨水を同一の管きょで排除する方法でありこれまで公共用水域

の水質改善、浸水防除等に相当の役割を果たしてきた。しかし、雨天時に一定降雨量

を超えると汚水の一部が雨水と共に公共用水域に流出し、公共用水域の水質保全を図

る上で問題とされてきた。そこで国では、①汚濁負荷量の削減 ②公衆衛生上の安全

確保 ③夾雑物の削減 という目標を設定し合流式下水道の改善を実施することとし

た。（表－76）本市においても平成17年3月に合流式下水道緊急改善計画を策定し、平

成22年3月に見直しを行い、目標達成に向けて取組を進めている。 

高度処理については平成17年11月に下水道法が改正され、大阪湾の水質改善を図る

ため、終末処理場からの放流水に含まれる窒素・リンの削減目標量を定めることが規

定された。これに伴い、兵庫県において平成37年度を目標とした大阪湾流域別下水道

整備総合計画の見直しが行われ、本市においてもこれに対応できるよう、事業計画の

変更を行い、下水の高度処理の取組を推進している。 

 

表－74 平成22年度末実績及び整備計画         

処理計画面積 整備人口 整備面積 処理面積 管渠延長 ﾎﾟﾝﾌﾟ場数 整備面積率 
処理区 

(ha)Ａ (千人) (ha)Ｂ (ha)Ｃ (km)  B/A(%) 

東部    881.2       91.3      881.2      881.2        219          2     100.0 

北部    1069.5      113.0     1069.1     1069.1        270          2      99.9 

武庫川      2081.8      254.3     2081.6     2081.6        576          6      99.9 

原田        20.0        0.1       20.0       20.0          1          －     100.0 

庄内         2.6        －        2.6        2.6          1          －     100.0 

計      4055.1      458.7     4054.5     4054.5      1,067         10      99.9 

  

 

 



57

表－75 公共下水道全体計画 

処理分区 
処理区分 処理場名 

名称 面積(ha) 
計画人口
(人) 

ポンプ場名 

第１分区 531.4 45,000 中在家中継ポンプ場 東部 
処理区 

東部 
浄化センター 第２分区 349.8 47,600 東部雨水ポンプ場 

東園田分区 330.8 36,200 
園田分区 520.7 53,100 

高田中継ポンプ場 北部 
処理区 

北部浄化センター 
西川分区 218.0 22,500 西川中継ポンプ場 
大庄処理分

区 
633.7 66,114 

塚口分区 361.4 42,512 
武庫分区 636.4 92,045 
富松分区 200.5 28,392 
尾浜分区 101.2 12,371 

常松分区 93.9 12,066 

大庄中継ポンプ場 
栗山中継ポンプ場 
富松中継ポンプ場 
尾浜中継ポンプ場 
東難波雨水ポンプ場 
南武中継ポンプ場 
(流域ポンプ場) 
常松中継ポンプ場 
(流域ポンプ場) 

武庫川 
処理区 

武庫川下流 
浄化センター 
(流域処理場) 

臨海西部処
理分区 

54.7 0 
臨海西部汚水ポンプ

場 
原田処理
区 

原田処理場 (流域処理場) 
田能処理分

区 
20.0 100  

庄内処理
区 

庄内処理場 (豊中市処理
場) 

戸ノ内分区 2.6 0  

合計 
5か所(うち流域下水道の処
理場2か所)(豊中市の処理
場1か所) 

29処理分区 4,055.1 458,000 

中継ポンプ場９か所
(のうち流域ポンプ場
2か所) 
雨水ポンプ場2か所、
汚水ポンプ場１か所 

    

図－23 普及面積の推移 
 

(h a) 整備面積

処理面積
H20臨海西部汚水ポンプ場稼動

H5東難波雨水ポンプ場稼動

H元富松・尾浜ポンプ場稼動

S59南武ポンプ場稼動

S5 3栗山ポンプ場稼動

S57東部第1・北部浄化センター処理開始

S37 H17 H22
0

4,0 54
4,0 54

2,500

2,000

S63高田ポンプ場稼動

S62常松ポンプ場稼動

3,500

4,000

3,000

S4 0 S45 S50

S3 7東部第2浄化センター処理開始

500

1,500

1,000

S41中在家・大庄ポンプ場稼動

S51武庫川下流処理場処理開始

S38西川ポンプ場稼動

H7 H12S55 S60 H2



 図－24 公共下水道のしくみ 

 

58 

 
 

比較的低地で発生する下水を浄化センターに
中継します。また、降雨量によっては、雨水
を直接河川に放流して浸水を防ぎます。 

流れてきた下水中の大きなゴミや砂を取り 
除きます。 

ポンプで下水を最初沈殿地に送ります。ま
た、降雨量によっては、直接河川に放流する
ための雨水ポンプを設置しています。 

小さなゴミや泥を沈ませて取り除きます。底
にたまった泥は汚泥処理施設へ送ります。 

処理水を消毒して、川や海に放流します。ま
た、処理水の一部は浄化センターで使う水と
して利用されます。 

この池をゆっくり流してやることで活性汚泥
が沈み、きれいな「うわ水」だけが処理水と
して越流していきます。 

下水に微生物（活性汚泥）と空気（酸素）を
加えてかき混ぜます。混合された微生物は、
下水中の汚れを食べるなどして沈みやすい泥
を作ります。 

家庭や事業場などから出る下水は、道路の下に埋められた下水管に流れ込み、中継ポンプ場を
通って浄化センターに送られます。浄化センターに集められた下水は、いくつもの施設を通り
ぬける間に、きれいな水に生まれ変わり、川や海へ放流されます。 
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図－25 下水道の現状と計画 

 

表－76 合流式下水道改善計画の目標 

 汚濁負荷量の削減 公衆衛生上の安全確保 きょう雑物の削減 

緊
急
改
善
計
画
の
目
標 

（
最
終
目
標
年
度 

平
成
２
５
年
度
） 

分流式下水道並みの汚濁負荷
量になるよう削減する。 

すべての吐き口からの未処理
放流回数を半減させる。 
 
 
（１降雨における時間最大降
雨量が約5㍉未満の降雨にお
いて吐き口等からの越流・放
流を無くす。） 

すべての吐き口からの
きょう雑物の流出を極
力防止する。 

 

 

 

 

 

処 浄化センター 東部処理区

Ｐ ポンプ場 北部処理区

完成した下水道幹線 武庫川処理区

計画中の下水道幹線 原田処理区

完成した流域下水道幹線 庄内処理区

計画中の流域下水道幹線



60

表-77 高度処理の目標水質（東部・北部浄化センター）   （単位:mg/ ） 

 BOD COD 窒素 りん 
高度処理予定目標水質 

（新流総計画（平成37年度時点）） 15 8 8 0.8 

 

 

4 汚でいのしゅんせつ 

本市の河川は、全般的にみて河床勾配が緩やかで平常時においての流量・流速が少

ないこともあって、河川水に混入した有機物（汚泥）が沈殿・堆積を促進しやすい河

川環境となっている。 

堆積した有機物(汚泥)は、河川水等の溶存酸素を消費するため、河川や海域の水質

汚濁源となっている。 

そうしたことから､兵庫県及び本市では、本川への汚濁防止軽減策として、流入支川

や水路のしゅんせつを実施し、水質浄化に努めている。 

平成22年度の汚でいのしゅんせつ事業は、本市事業として市内一円各水路等(635t)

で実施した。 

 
5 浄化槽の設置 

(1) 概要 

本市は、下水道整備面積率99.9％であり、浄化槽はおもに南部臨海工業地域の公共

下水道計画処理区域外に設置されており、その基数は年々減少している。 

しかしながら、浄化槽は日常において発生する水洗トイレの汚水や生活雑排水を身

近な場所で、効率よく適切に処理するもので、公共用水域等の水質の保全等を図るた

めに重要な役割をになっています。浄化槽の設置基数は全国的に増加しているものの

本市では、平成22年度末における設置数は889基である｡(表－78、図－26、27) 

 

表－78 浄化槽届出件数の経年変化               (単位：基) 

      年度 
種類 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

合併処理方式 14 12 10 16 13 16 7 15 8 14 
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図－26 浄化槽設置状況 

   
 

(2) 監視指導 

浄化槽の維持管理が不十分であると、モーター等の故障で臭気や騒音が発生し、近

所に迷惑をあたえ、また放流水により公共用水域の汚濁の原因となる。 

そのためにも浄化槽管理者・保守点検業者・清掃業者に①浄化槽の適切な使用（廃

油を入れないなど）②浄化槽の保守点検（年３回以上、消毒剤の補充など）③浄化槽

の清掃（年１回以上）④法定検査（7条検査、11条検査）の実施を指導している。（表

－79） 
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図－27 　型式別設置状況(平成22年度末)
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表－79 浄化槽監視指導等の状況(平成22年度) 

確認申請及び届出書 指導件数 

確認申請及び
設置届出書 

その他の届出書
（廃止届出） 

竣工

検査 

監視

件数 許認
可前 

口頭 文書 計 

水質
検査 

法定
検査 

5 9 3 2 5 6 0 11 0 389 

 


